
出入国在留管理行政の現状と課題

令和３年２月



令和２年６月末現在
288万5,904人

昭和60年12月末現在
85万612人

※ 各年末現在。平成２３年までは外国人登録者数。平成２４年以降は，在留外国人数。

昭和 平成

人

在留外国人数の推移
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在留資格 該当例

外交 外国政府の大使，公使等及びその家族

公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族

教授 大学教授等

芸術 作曲家，画家，作家等

宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道 外国の報道機関の記者，カメラマン等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者，管理者等

法律・会計業務 弁護士，公認会計士等

医療 医師，歯科医師，看護師等

研究 政府関係機関や企業等の研究者等

教育 高等学校，中学校等の語学教師等

技術・人文知識・国

際業務
機械工学等の技術者等，通訳，デザイナー，語学講師等

企業内転勤 外国の事務所からの転勤者

介護 介護福祉士

興行 俳優，歌手，プロスポーツ選手等

技能 外国料理の調理師，スポーツ指導者等

特定技能（注１） 特定産業分野（注２）の各業務従事者

技能実習 技能実習生

※ 資格外活動許可を受けた場合は，一定の範囲内で就労が認められる。

在留資格 該当例

文化活動 日本文化の研究者等

短期滞在 観光客，会議参加者等

留学 大学，専門学校，日本語学校等の学生

研修 研修生

家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者，子

在留資格 該当例

特定活動 外交官等の家事使用人，ワーキングホリデー等

在留資格 該当例

永住者 永住許可を受けた者

日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子

永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者，我が国で出生し引

き続き在留している実子

定住者 日系３世，外国人配偶者の連れ子等

就労が認められる在留資格（活動制限あり）

就労が認められない在留資格（※）

就労の可否は指定される活動によるもの

身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）

（注２）介護，ビルクリーニング，素形材産業，産業機械製造業，電気・電子情報関係産業，
建設，造船・舶用工業，自動車整備，航空，宿泊，農業，漁業，飲食料品製造業，外食業
（平成３０年１２月２５日閣議決定）

（注１）平成３１年４月１日から

在留資格一覧表
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在 留 外 国 人 の 在 留 資 格 ・ 国 籍 ・ 地 域 別 内 訳 ( 令 和 ２ 年 ６ 月 末 )

在留外国人数（総数） 2８８万５,９０４人

国籍・地域別在留資格別

３

出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan



94,769
(19.5%) 

112,251
(19.9%) 

123,342
(19.0%）

5,939
(0.9%) 

6,763
(1.0%) 

7,735
(1.1%) 

9,475
(1.2%) 

12,705
(1.4%) 

18,652
(1.7%)

26,270
(2.1%) 

343,791 
(23.5％)

372,894 
(22.5％)

11,026
(1.7%) 

130,116
(19.0%) 134,228

(19.7%) 

136,608
(19.9%) 

145,426
(18.5%) 

168,296
(18.5%) 

211,108
(19.5%) 

257,788
(20.2%) 

308,489 
(21.1％)

383,978 
(23.1％)

84,878
(17.5%) 

100,309
(17.8%) 

110,586
(17.0%) 120,888

(17.6%) 
124,259
(18.2%) 

132,571
(18.5%) 

147,296
(18.7%) 

167,301
(18.4%) 

200,994
(18.5%) 

238,412
(18.6%) 35,615 

(2.4％)

41,075 
(2.5％)

82,931
(17.1%) 

96,897
(17.2%) 

108,091
(16.6%) 

109,612
(16.0%) 

108,492
(15.9%) 

121,770
(17.0%) 

146,701
(18.6%) 

192,347
(21.2%) 

239,577
(22.1%) 

297,012
(23.2%) 

276,770
(19.0％) 

329,034 
(19.8％)

223,820
(46.0%) 

253,361
(45.0%) 

296,834
(45.7%) 

319,622
(46.6%) 

308,689
(45.2%) 

318,788
(44.4%) 

338,690
(43.0%) 

367,211
(40.4%) 

413,389
(38.1%) 

459,132
(35.9%) 

495,668
(33.9%) 

531,781
(32.1%) 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

165万8,804人

48万6,398人

108万3,769人

外国人労働者数の内訳

■①身分に基づく在留する者
■②就労目的で在留が認められる者
■③特定活動
■④技能実習
■⑤資格外活動

②就労目的で在留が認められる者 約32.9万人
(いわゆる「専門的・技術的分野」）
・一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び
国民生活に与える影響その他の事情」を勘案して定めることとされてい
る。

①身分に基づき在留する者 約53.2万人
(｢定住者｣（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で
報酬を受ける活動が可能。

③特定活動 約4.1万人
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリ
デー、外国人建設就労者、外国人造船就労者等）
・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可
の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。

④技能実習 約38.4万人
・技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
・平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国１年
目から雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになっ
た（同日以後に資格変更をした技能実習生も同様。）。

⑤資格外活動（留学生のアルバイト等） 約37.3万人
・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間以内等）で、
相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。

厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」に基づく集計（各年10月末現在の統計）

(人)
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（注１）在留外国人数は各年末現在の数（平成２３年までは外国人登録者数，平成２４年以降は在留外国人数）。
（注２）平成２２年７月施行の法改正で「就学」は「留学」に一本化。

○新規入国者数，在留外国人数ともに，近年は概ね増加傾向にある。
○国籍・地域別にみると，新規入国者数，在留外国人数ともに中国とベトナムが過半を占めている。

在留資格「留学」に係る新規入国者数・在留外国人数

「留学」に係る在留外国人数の推移（国籍・地域別）

「留学」に係る在留外国人数の推移「留学」に係る新規入国者数の推移

「留学」に係る新規入国者数の推移（国籍・地域別）
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（注１）「日本語教育機関の告示基準」は，出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令の表の法別表第１の４の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄第６号の規定に基づき
法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語機関に係る基準。

（注２）平成２２年７月施行の法改正で「就学」は「留学」に一本化。

在 留 資 格 「 留 学 」 に 係 る日 本 語教 育 機関

○ 設置者及び校長その他の教員の欠格事由を明確に規定
不法就労助長行為を行った者などを欠格事由に規定

○ 入学者の募集
教育課程の種類や入学金等の情報を適切な方法で正確かつ確実に提供

○ 入学希望者の選考
学習意欲や経費支弁能力を適切な方法で確認
仲介者が関与する場合には，仲介者に支払う金額を把握

○ 適切な在籍管理
１か月の出席率が８割を下回る生徒には改善指導
退学した生徒又は出席率が５割を下回る生徒については入管へ報告
資格外活動許可の有無及び内容を把握し，入管法令に違反しないよう

適切な助言及び指導

○ 告示後のフォローアップの措置
内容の変更があった場合に地方入管へ報告
地方入管からの求めに応じて基準への適合性等の点検結果を報告

「日本語教育機関の告示基準」における適正な在留管理に係る主な要件

日本語教育機関数の推移
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資格外活動許可について

・ 我が国に入国・在留する外国人は，原則として，入管法に定める在留資格のいずれか
をもって在留することとされている。

・ 本来の活動を阻害しない範囲内で，在留資格で認められた以外の就労活動を行おうと
する場合（留学生がアルバイトを行うような場合）には，入管法に基づく資格外活動許
可を受けなければならない。

資格外活動許可の方式は，入管法施行規則（法務省令）により，次の二つが定められて
いる。
・ 包括許可

１週について２８時間以内（留学の在留資格については，教育機関の長期休業期間
中は１日８時間以内）の就労活動（いわゆる風俗店で行うものを除く）

・ 個別許可
地方出入国在留管理局長が，活動を行う機関の名称，所在地及び業務内容等を定め

て個々に指定する活動

・１週２８時間は，「１日４時間×７日＝２８時間」という考え方に基づき設定
・資格外活動許可が本来の活動を阻害しない範囲で許可されるものであることから，本
来活動が就労活動とならないよう，フルタイム勤務８時間の半分である４時間を算定
の基礎とした。

※ 包括許可における１週２８時間の考え方

在留資格と資格外活動許可

資格外活動許可の方式

出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan
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留学生の就職支援に係る出入国在留管理庁の取組

１．就労可能な在留資格の拡充

（４）「日本料理海外普及人材育成事業」の拡充（令和元年１１月施行）

本邦の調理師養成施設を卒業して調理師免許を取得した留学生について，農林水産省の認定を前提とし

て，日本料理の調理に係る業務に従事する活動を行うことを最長５年間可能としていたところ，日本料理

以外の料理や製菓を対象に拡大。

（３）在留資格「特定活動」（本邦大学卒業者）の創設（令和元年５月施行）

本邦の大学・大学院を卒業・修了し，高い日本語能力（日本語能力試験Ｎ１相当）を有する者について，

サービス業務や製造業務を含む幅広い業務に従事することを認める。

（１）在留資格「介護」の創設（平成２９年９月施行）

我が国の介護福祉士養成施設等を卒業し，介護福祉士国家資格を取得した留学生が，国内で介護福祉士と

して活躍できるよう在留資格「介護」を創設。

（２）在留資格「特定活動」（起業準備活動）の創設（平成３０年１２月施行）

大卒等の卒業生（本邦の専門士を含む）が在留資格「経営・管理」の要件を満たしていない場合であっ

ても，経済産業省の定める告示に沿って地方公共団体から起業支援を受けることを前提に最長１年間の起

業準備活動を認める。

９
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２．留学生の卒業後の支援

３．運用の明確化

（１）在留資格「特定活動」（継続就職活動）の運用（平成２１年３月開始）

一定の要件の下，最長１年間，本邦の大学又は専門学校を卒業後に就職活動の継続を認めている。なお，

地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する場合には，更に１年間の在留が可能。

（２）在留資格「特定活動」（就職内定者）の運用（平成２１年３月開始）

我が国における企業の採用時期が一般的に４月であることから，一定の要件の下，採用までの間（内定

後１年以内であって卒業後１年６月を超えない期間）在留することが可能。

（２）ガイドラインの策定・充実（随時）

「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」（令和元年１２月改

定）を始め，各種ガイドラインを策定・公表し，在留資格の運用の明確化を図っている。

（１）専用の相談窓口の開設（令和元年１０月開始）

全国の地方出入国在留管理官署において，就労資格への変更手続等に係る個別の事前相談に応じる専用

の相談窓口を開設。

留学生の就職支援に係る出入国在留管理庁の取組
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留学生の就労に係る主なフロー

① 教育機関卒業時点で，日本企業への就職が決定している場合

大学

専門学校

日本語教育機関

特定活動（継続就職活動）
（原則として，日本語教育機関を除く）

特定活動（就職内定者）

特定活動（４６号）
（専門学校・日本語教育機関を除く）

技術・人文知識・国際業務

特定技能

② 教育機関卒業時点で，日本企業への就職が決まっていない，
または，採用までに時間がある場合

在留資格変更許可申請

（申請の流れについてはこちら）

大学

専門学校

日本語教育機関

在留資格変更許可申請

※ 留学生の就職支援に係る専用の事前相談窓口については，こちらをご覧ください。

出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan
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「 留 学 」 か ら 就労 資 格 へ の 変 更 手 続 の 流 れ
～ ４ 月 入 社 の モ デ ル ケ ー ス ～

就職活動・内定

申請に必要なもの

・在留資格変更許可申請書
・日本での活動内容に応じた資料
（在留資格や勤務先の規模により，
必要書類が異なります。）

申請は，卒業見込み証明書で受付が
可能です。許可時には，卒業証明書が
必要です。

卒業見込み
証明書

在留資格変更許可申請

就労資格への変更許可

３月末～４月

引き続き日本で稼働する場合は，
在留期間更新許可

許可される在留期間について

雇用契約期間，業務内容，報酬のほ
か，在留状況（「留学」での在留期間
中の活動状況）等全てを総合的に考慮
して個別に決定されます。

在留資格変更許可について

行おうとする活動内容が，在留資格
に該当するか，上陸基準省令に適合す
るか，また，これまでの在留状況等の
全てを総合的に考慮して，在留を認め
るに足りる相当の理由があるか否かの
審査を行います。

１２月～翌３月頃

卒業証明書

出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan
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留学生から就職目的の在留資格変更許可申請に係る処分数等の推移

■令和元年は過去最高を記録した。
■平成１９年と比較して，令和元年の申請数は約３．４倍に増加している。
■令和元年の在留資格別許可数の内訳については，「技術・人文知識・国際業務」が２８，５９５人で全体の９２．４％を占めている。
■令和元年の留学生の就職先の業種については，卸売業・小売業（６，１０３人（１４．６％））と「職業紹介・労働者派遣業（４，３４７人
（１０．４％）） が上位を占めている。

留学生から就職目的の在留資格変更許可申請に係る処分数等の推移

平成19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年

総数 11,410 11,789 10,230 8,467 9,143 11,698 12,793 14,170 17,088 21,898 27,926 30,924 38,711

許可数 10,262 11,040 9,584 7,831 8,586 10,969 11,647 12,958 15,657 19,435 22,419 25,942 30,947

不許可数 1,148 749 646 636 557 729 1,146 1,212 1,431 2,463 5,507 4,982 7,764

許可率 89.9% 93.6% 93.7% 92.5% 93.9% 93.8% 91.0% 91.4% 91.6% 88.8% 80.3% 83.9% 79.9%
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在 留 資 格 「 留 学 」 に 係 る 不 法 残 留 者 数 ， 刑 法 犯 の 検 挙 人 員 等

（注１）不法残留者数は各年１月１日現在の数。 （注２）平成２２年７月施行の法改正で「就学」は「留学」に一本化。
（注３）新たに不法残留となった者の数は，不法残留となる直前の在留資格が「留学」，「特定活動（就職活動）」等であった者のうち，上記の３つの学種のみについて集計したもの。
（注４）検挙人員の推移は警察庁「令和元年における組織犯罪の情勢第３章（来日外国人犯罪情勢）統計データ」による。

○不法残留者数は，平成１７年以降減少していたが，平成２７年から増加傾向。国籍・地域別では中国が減少し，ベトナムが急増。
○学種別に新たに不法残留となった者を比べると，大学や専修学校と比べて日本語教育機関から不法残留となる者が多い。
○刑法犯の検挙人員は，中国とベトナムの２か国で全体の約半数を占めており，「留学」については平成２７年以降減少傾向にある

（国籍・地域別在留資格別のデータは未公表）

新たに不法残留となった者が
在籍していた教育機関（平成２９年）

〇 留学生がアルバイトを行う場合には，入管法
に基づく資格外活動許可を受けなければな
らない。

〇 資格外活動許可の方式としては，包括許可
により，１週について２８時間以内（教育機関
の長期休業期間中は１日８時間以内）の就
労活動（いわゆる風俗店で行うものを除く）を
認めている。

〇 平成２９年末現在の「留学」に係る在留外国
人数約３１万人のうち，約９割が資格外活動
許可を有している。

資格外活動許可

「留学」に係る不法残留者数の推移 「留学」に係る不法残留者数の推移（国籍・地域別）

国籍・地域別及び「留学」に係る刑法犯の検挙人数

出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan
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留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針

各大学等への通知発出により在籍管理の徹底を再要請
退学者・除籍者・所在不明者の定期報告の実施方法の見直し
所在不明者等の発生状況に応じて在籍管理状況を調査、必要な改善指導を実施

各大学等への通知発出により在籍管理の徹底を再要請
退学者・除籍者・所在不明者の定期報告の実施方法の見直し
所在不明者等の発生状況に応じて在籍管理状況を調査、必要な改善指導を実施

「在籍管理非適正大学」及び３年連続「慎重審査対象校」（注）とされた大学等については、改善が認められるまでの間、留学生への在留資格「
留学」の付与を停止し、大学等名を文部科学省と同時に公表
「慎重審査対象校」の判断基準の見直し及び同校の留学生の在留資格審査において、経費支弁能力に関する資料に加え、日本語能力について
試験による証明を求めることを検討

（注）慎重審査対象校とは，不法残留者数等にかんがみ，留学生の経費支弁能力等について慎重な審査を行う大学等を指す

「在籍管理非適正大学」及び３年連続「慎重審査対象校」（注）とされた大学等については、改善が認められるまでの間、留学生への在留資格「
留学」の付与を停止し、大学等名を文部科学省と同時に公表
「慎重審査対象校」の判断基準の見直し及び同校の留学生の在留資格審査において、経費支弁能力に関する資料に加え、日本語能力について
試験による証明を求めることを検討

（注）慎重審査対象校とは，不法残留者数等にかんがみ，留学生の経費支弁能力等について慎重な審査を行う大学等を指す

我が国の外国人留学生は修学を目的に来日して高度な知識・技能を身に付け、多様な活躍の機会を得ることが期待される。
我が国での就労を目的とする留学生を安易に受入れることは、留学生本人の不利益につながるとともに、受入機関の教育活動・在籍管理・学校運営
への支障が生じる可能性がある。また、適正な留学目的で来日する留学生も含めた、留学生制度全体の信頼・信用の失墜につながる。
このため、留学生の在籍管理の徹底について、政府・大学等が一体となって対策を講じることが必要

１．の改善指導の結果、改善が見られない場合、在籍管理非適正大学として、法務省に通告１．の改善指導の結果、改善が見られない場合、在籍管理非適正大学として、法務省に通告

（２）在籍管理の適正を欠く大学等に対する在留資格審査の厳格化

2 0 1 9 年 ６ 月 １ １ 日
文 部 科 学 省
出 入 国 在 留 管 理 庁

（法務省令等の改正）

（１）留学生の在籍管理状況の迅速・的確な把握と指導の強化

措置済

措置済 実態把握の手順
① 長期欠席者（1カ月）の状況に応じて、原因分析と対応策の報告を要請
② 不法残留者、退学者、除籍者、所在不明者等の発生状況に
応じてヒアリング、実地調査等を実施

③ 在籍管理が不十分な場合、改善指導

実態把握の手順
① 長期欠席者（1カ月）の状況に応じて、原因分析と対応策の報告を要請
② 不法残留者、退学者、除籍者、所在不明者等の発生状況に
応じてヒアリング、実地調査等を実施

③ 在籍管理が不十分な場合、改善指導

文
部
科
学
省
の
対
応
策

文
部
科
学
省
の
対
応
策

出
入
国
在
留
管
理
庁

の
対
応
策

出
入
国
在
留
管
理
庁

の
対
応
策

※ 上記の他、文部科学省として、不法残留者等の発生状況を踏まえた私立大学等経常費補助金の減額・不交付措置の導入、在籍管理の適正を欠く大学等への制裁の強
化（奨学金枠の削減、該当大学名の公表、政府主催の留学フェアへの参加制限） 等

※ 上記の他、文部科学省として、不法残留者等の発生状況を踏まえた私立大学等経常費補助金の減額・不交付措置の導入、在籍管理の適正を欠く大学等への制裁の強
化（奨学金枠の削減、該当大学名の公表、政府主催の留学フェアへの参加制限） 等

① 所在不明者や所在不明を理由とした除籍者が多く発生し、不法滞在、不法就労等につながっている実態が懸念される① 所在不明者や所在不明を理由とした除籍者が多く発生し、不法滞在、不法就労等につながっている実態が懸念される現状の課題

１．正規・非正規・別科の留学生受入れに共通した対応方針
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② 学部研究生、別科（専ら日本語教育を行うもの以外）、専門学校を、実
質的に進学のための予備教育課程として運用し、日本語能力が十分でない
留学生を受入れている実態が懸念される

② 学部研究生、別科（専ら日本語教育を行うもの以外）、専門学校を、実
質的に進学のための予備教育課程として運用し、日本語能力が十分でない
留学生を受入れている実態が懸念される

③ 専ら日本語教育を行う留学生別科について、教育の質確保
や留学生の適正な受入れのための仕組みがない
③ 専ら日本語教育を行う留学生別科について、教育の質確保
や留学生の適正な受入れのための仕組みがない

実質的に大学学部進学のための予備教育課程として運用されていないか、
大学入学相当（日本語能力試験N2相当）の日本語能力を入学時に
求めているかについて確認、法務省に通告

専門学校についても所轄庁（都道府県）が同様の情報把握や地方出入
国在留管理局への提供を行うよう、所轄庁に要請、あわせて確認の観点な
ど必要なノウハウを提供

実質的に大学学部進学のための予備教育課程として運用されていないか、
大学入学相当（日本語能力試験N2相当）の日本語能力を入学時に
求めているかについて確認、法務省に通告

専門学校についても所轄庁（都道府県）が同様の情報把握や地方出入
国在留管理局への提供を行うよう、所轄庁に要請、あわせて確認の観点な
ど必要なノウハウを提供

留学生別科の教育施設・設備、教員の資質等が基準に適合
するかどうかを確認、法務省に通告
留学生別科の教育施設・設備、教員の資質等が基準に適合
するかどうかを確認、法務省に通告

大学学部進学のための予備教育を受ける場合は、上陸基準省令上の研究
生・聴講生による在留資格「留学」の対象外とする
（２（２）の留学生別科の新上陸基準での受入れに移行）
※これにより、日本語教育機関から実質的に日本語予備教育を受ける学部研究生等に進学
した場合には在留期間の更新ができなくなる。

専門学校についても、文部科学省、地方出入国在留管理局及び所轄庁と
の情報共有等の連携の枠組により、在籍管理が不適切な専門学校が判明
した場合には､１(2)と同様に、改善が認められるまでの間、留学生への在留
資格「留学」の付与を停止し、専門学校名を所轄庁と同時に公表

大学学部進学のための予備教育を受ける場合は、上陸基準省令上の研究
生・聴講生による在留資格「留学」の対象外とする
（２（２）の留学生別科の新上陸基準での受入れに移行）
※これにより、日本語教育機関から実質的に日本語予備教育を受ける学部研究生等に進学
した場合には在留期間の更新ができなくなる。

専門学校についても、文部科学省、地方出入国在留管理局及び所轄庁と
の情報共有等の連携の枠組により、在籍管理が不適切な専門学校が判明
した場合には､１(2)と同様に、改善が認められるまでの間、留学生への在留
資格「留学」の付与を停止し、専門学校名を所轄庁と同時に公表

専ら日本語教育を行う留学生別科で受け入れる留学生の在
留資格審査においては、当該別科が文部科学省による基準適
合性の確認を受けていることを許可の要件とする

【上陸基準省令の改正】

専ら日本語教育を行う留学生別科で受け入れる留学生の在
留資格審査においては、当該別科が文部科学省による基準適
合性の確認を受けていることを許可の要件とする

【上陸基準省令の改正】

専ら日本語教育を行う留学生別科について、日本語教育機関
に関する法務省の告示基準に準じた上陸基準省令に基づく基
準を策定

専ら日本語教育を行う留学生別科について、日本語教育機関
に関する法務省の告示基準に準じた上陸基準省令に基づく基
準を策定

２．非正規・別科・専門学校への追加的対応方針

文
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文
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現
状
の
課
題

現
状
の
課
題

確認の観点
・入学時の日本語能力要件（日本語能力試験N2相当）
・履修科目の正規課程科目との同一性
・日本語科目のレベル ・経費支弁能力の確認方法 等

確認の観点
・入学時の日本語能力要件（日本語能力試験N2相当）
・履修科目の正規課程科目との同一性
・日本語科目のレベル ・経費支弁能力の確認方法 等

準用する告示基準の要素の例
・学則 ・教育課程
・生徒数 ・教員・事務職員
・施設・設備（校地・校舎、教室等）
・入学者の募集・選考
・在籍管理 ・抹消の基準 等

準用する告示基準の要素の例
・学則 ・教育課程
・生徒数 ・教員・事務職員
・施設・設備（校地・校舎、教室等）
・入学者の募集・選考
・在籍管理 ・抹消の基準 等

（１）非正規や別科（専ら日本語教育を行うもの以外）等を
活用する学校への対応方策

（１）非正規や別科（専ら日本語教育を行うもの以外）等を
活用する学校への対応方策

（２）専ら日本語教育を行う別科（留学生別科）
への対応方策

（２）専ら日本語教育を行う別科（留学生別科）
への対応方策
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・ 教育機関の在籍管理の適正性について，通達に基づき不法残留者割合等の基準により適正校・非適正校を選
定。
→ 非適正校は，最長の在留期間が許可されないほか、申請時における提出資料の緩和措置等がない。
※不法残留者等（下記①～⑤）/前年１月末現在の在籍者＞５％のときは非適正校

「 日 本 語 教 育 機 関 の 告 示 基 準 」 及 び 「 適 正 校 ・ 非 適 正 校 選 定 基 準 」 の 見 直 し

【抹 消 基 準】
・ ３年連続で在籍管理が適正でない（非適正校）と認められたとき【施策番号５７②，５８②】
（注）「非適正校」については，下記Ⅱ参照。

・ ６か月間の全生徒の１か月当たり平均出席率が７割５割を下回るとき【施策番号５６①】
・ １年間（暦年）に入学した者の３割半数以上が不法残留したとき【施策番号５６②】
・ 大学等進学者（非正規生を除く），就労を目的とする在留資格への変更を許可された者及びCEFR・A2相当以上と認
められる者の合計の割合が３年連続で７割を下回るとき【施策番号５６③】

・ 日本語の教育を受ける活動を行っているとは認められない生徒が相当数存在する場合であって，その状況を是正する
措置が適切にとられていないと認められるとき
(注) 「CEFR(Common European Framework of Reference for Languages:Learning,teaching,assessment)」 とは外

国語能力を測る基準として欧州評議会が発表した基準であり，A1から最高レベルのＣ２まで６段階でレベル判定を
行っている。[A2]はよく使われる文や表現等の理解が可能なレベルである。

・ 生徒に対し人権侵害を行い又は法令違反を唆し若しくは助けていたとき
・ 告示基準のいずれかに該当していない（報告懈怠，虚偽文書提出等）
・ 誓約事項等を遵守していない
【入管へ報告】
・ 告示基準適合性に関する定期的な点検・報告・点検記録の保存【施策番号５７①】

※ 点検・報告については，適正校は３年に１回，非適正校は毎年実施する。
※ 第１回目は，令和２年４月１日時点の適合性に係る点検結果を同年６月末までに報告することを予定。

・ 全生徒の６か月間の出席率及び当該期間における個々の生徒ごとの月単位の出席状況報告
【施策番号５６①】

・ 大学等への進学状況（非正規生を除く） ，就労を目的とする在留資格への変更許可状況及びCEFR・A2相当レベル以
上の日本語能力試験の結果の報告・公表【施策番号５８①】

・ 大学等進学者（非正規生を除く），就労を目的とする在留資格への変更を許可された者及びCEFR・A2相当以上と認
められる者の合計が課程修了認定者の７割未満の場合，改善方策を報告

【在 籍 管 理】
・ 資格外活動許可を受けている生徒に対して勤務先の届出を求め，当該届出の内容を保存
・ １か月の出席率が８割未満の生徒への改善指導，指導状況の記録及び記録の保存
・ １か月の出席率が５割未満の生徒の身分事項及び資格外活動許可の勤務先の報告
・ 在留期間・資格外活動許可の把握，適切な指導及び助言

Ⅰ 告示基準の見直し

【施策番号５６】
留学生を受け入れることができる日本語教育機関を法務大臣が

指定する告示である留学告示からの抹消の基準について，従前
から告示基準に存在する抹消の基準である全生徒の出席率①、
全生徒に占める不法残留者等の割合等の基準を厳格化②すると
ともに，新たな抹消の基準として，留学生の日本語能力に係る試
験の合格率等による厳格な数値基準を導入③する。

【施策番号５７】
現状では，日本語教育機関は，留学告示に定められた後は，地

方入国管理局から求められた場合等に限って告示基準への適合
性等について点検・報告することとされるにとどまっているところ，
法務省は速やかに告示基準を改正し，告示された時点での日本
語教育機関の計画を踏まえ，告示基準適合性に係る定期的な点
検及び地方入国管理局に対する報告①を日本語教育機関に義
務付ける。
法務省は，引き続き告示しておくことが適当でないと判断した場

合は，必要な指導を行い，なおも改善がみられない場合等におい
て，告示から抹消②することとする。法務省は，必要に応じ，文部
科学省と協議した上で日本語教育機関に対する指導を行う。

【施策番号５８】
教育の質の確保及び留学生の在籍管理の徹底のため，平成31

年３月を目途に告示基準を改正し，日本語教育機関に対し，留学
生の日本語能力に係る試験の結果等の地方入国管理局に対す
る報告及び公表①を義務付ける。あわせて，在留資格「留学」に
係る在留資格認定証明書交付申請の際の提出資料の見直しを
図ることにより地方入国管理局における審査を厳格化するほか，
地方入国管理局における日本語教育機関の適正性判断に係る
選定基準を見直す②。

【施策番号５９】
告示基準における日本語教育機関の抹消の基準等の適用に当

たっては，出席率をICTによる記録に基づき審査するなどし，その
適正性について的確な判断を行う。

（参考）外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策

① 不法残留者
② 在留資格「留学」の在留期間更新許可申請が不許可（修学状況の不良等在留実績に関するものに限

る。）となった者
③ 「留学」の在留資格を取り消された者
④ 資格外活動許可を取り消された者
⑤ 退去強制令書が発付された者

適正・非適正校の選定要素の追加

（注） 赤字が今回の改正で追加・見直したもの。
※  ICT化促進のため，ICTを導入した日本語教育機関に優遇措置を設けることも検討【施策番号５９】

Ⅱ 適正・非適正校の選定基準の見直し【施策番号５８②】

・ 「日本語教育機関の告示基準」とは，「留学」の在留資格で在留する外国人を受け入れることができる日本語教育機関を告示する際の基準を定めたもの。告示から
抹消された場合，新たな留学生の受入れができなくなる。

令和元年８月１日改正

令和元年８月１日改正

平成３０年１２月２５日公表
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２ 教育を受ける活動を行わない場合

（１）「留学」の在留資格を有していた方が，帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる

場合は，在留資格「特定活動（６か月）」への在留資格変更許可が可能。

⇒ 就労を希望する場合は，資格外活動許可を受けなくとも，１週につき２８時間以内のアルバイトが認められる。

※１０月１９日より，卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。

（２） ２０２０年に教育機関を卒業した留学生で「留学」の在留資格を有し，資格外活動の許可を受けている方が，

帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合

⇒ 卒業後であっても１週につき２８時間以内のアルバイトが認められる。

１ 教育機関において引き続き教育を受ける場合

在留資格「留学」に係る在留期間更新許可を受け，引き続き教育を受ける活動を行うことが可能。

⇒ 現在在籍している教育機関から転籍等して教育を受ける場合やこれまで在籍していた教育機関でない教育機関

で教育を受ける場合も更新可能。

⇒ 専ら日本語教育を受ける場合は通常２年間の在留が認められるが，これを超えて更新可能。

（帰国可能になった場合であっても，令和３年１月期生までは，当初の課程終期から最長１年間に限り，現在

在籍している教育機関において進学時期又は就職時期まで更新を認める。）

⇒ 資格外活動許可を受けた場合は，原則として１週につき２８時間以内のアルバイトが認められる。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について

１８
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① 在留資格認定証明書の交付対象とならない方（「永住者」等）
滞在中の在外公館で査証申請を行ってください。
※「永住者」の方についての詳細はこちらを御覧下さい。
※「定住者（告示外）」及び「特定活動（告示外）」の方についての詳細はこちらを御覧下さい。

② 在留資格認定証明書の交付対象となる方（留学生，技能実習生，技術・人文知識・国際業務等）
本邦に中長期在留者（留学生や技能実習生等）として在留していた方が，再入国許可による出国中に新型コロナウイルス感染症の

影響により本邦へ再入国できず，在留期限を経過した場合などで，改めて在留資格認定証明書交付申請を行う方については，原則と
して申請書および受入機関作成の理由書のみをもって審査します。※詳細はこちらを御覧下さい。
③ 「高度専門職２号」で在留していた方
②により「高度専門職１号」として従前の活動に応じた在留資格認定証明書交付申請を行ってください。（「高度専門職１号」の

査証発給を受けますが，入国時に日本の空港で「高度専門職２号」として新たに入国するための手続をとることができます。）

再入国許可（みなし再入国許可を含む。）により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請，在留期間更新許可申請又
は永住許可申請を行っている場合であって，新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは，本邦にある親族又は受入れ
機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし，出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うこ
とを可能とします。

本邦に入国を予定している方に係る取扱い

① 在留資格認定証明書が交付された方
通常３か月間有効ですが，特例として，次のとおり取り扱います。
○ ２０１９年１０月１日から同年１２月３１日までに作成された在留資格認定証明書は，２０２１年４月３０日まで有効
なものとして取り扱います。

○ ２０２０年１月１日から２０２１年１月３０日までに作成された在留資格認定証明書は，２０２１年７月３１日まで有
効なものとして取り扱います。

○ ２０２１年１月３１日以降に作成された在留資格認定証明書は，作成日から６か月間有効なものとして取り扱います。
② 在留資格認定証明書交付申請中の方について
現在申請中の案件について，活動開始時期を変更することとなった場合，原則として受入機関作成の理由書のみをもって審査しま

す。

１ 在留資格認定証明書が交付された方又は在留資格認定証明書交付申請中の方

２ 在留諸申請中に再入国許可により出国した方

３ 再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過した方等

出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan
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本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い

１ 「短期滞在」で在留中の方

⇒ 「特定活動（６か月・週２８時間以内のアルバイト可）」 への在留資格変更を許可します。

※１０月１９日より，卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。
（注）「短期滞在」や「特定活動（帰国困難・就労不可，出国準備）」の在留資格で在留している元留学生の方も対象になります。

３ 「留学」の在留資格で在留している方で，就労を希望する場合

⇒ 「特定活動（６か月・就労可）」 への在留資格変更を許可します。

（注１）従前と同一の業務（※）に従事する場合が対象となります。
※ 従前と同一の業務での就労先が見つからない場合は，「従前と同一の業務に関係する業務（技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職
種・作業一覧」の各表内の職種・作業（「７ その他」を除く。））」で就労することも可能です。

（注２）「特定活動（インターンシップ(9号)，製造業外国従業員(42号))」で在留中の方が，従前と同一の業務で就労を希望する場合は在留資格変更を
許可します。

（注３）「短期滞在」や「特定活動(６か月・就労不可)」がいったん許可された方も対象になります。
（注４）「特定活動(サマージョブ(12号)」で在留中の方で，従前と同一の業務で就労を希望する場合は「特定活動（３か月・就労可）」への在留資格変更

を許可します。

２ 「技能実習」,「特定活動(外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号))」で在留中の方

⇒ 「特定活動（６か月・就労不可）」への在留資格変更を許可します。
※ 本邦での生計維持が困難であると認められる場合は，資格外活動（週２８時間以内のアルバイト可）を許可します。

４ その他の在留資格で在留中の方（上記２又は３の方で，就労を希望しない場合を含む）

（注）上記１～４について，帰国できない事情が継続している場合には，更新を受けることが可能です。

⇒ 「短期滞在（９０日）」の在留期間更新を許可します。
※ 本邦での生計維持が困難であると認められる場合は，資格外活動（週２８時間以内のアルバイト可）を許可します。
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